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第三次健康わこう２１計画等策定支援業務委託事業者 

選定委員会 

 



 

１ 経緯 

  和光市では、健康増進法、食育基本法及び自殺対策基本法等に基づき、第三

次健康わこう 21 計画・第四次和光市食育推進計画・第３期和光市自殺対策計

画(以下「第三次健康わこう 21 計画等」という。)を策定します。 

計画策定に当たっては、市民調査の実施及び調査結果の集計・分析、現状分

析及び課題整理、計画素案の作成支援、関係会議運営支援、パブリックコメン

ト対応等、専門的知見及び実務経験を要する業務が含まれます。このため、公

募型プロポーザル方式により、最適な受託事業者を選定することとしました。 

公募の結果、２者から参加申込がありましたが、うち１者から辞退の申出が

あったため、審査対象は１者となりました。 

第三次健康わこう２１計画等策定支援業務委託事業者選定委員会（以下、「選

定委員会」という。）では、提出書類に基づく書面審査により総合的に評価し、

優先交渉権者を選定しましたので、ここにその結果を報告します。 

 

 

２ 公募した委託事業の概要 

（１）委託名  

第 三 次 健 康 わ こ う 2 1 計 画 ・ 第 四 次 和 光 市 食 育 推 進 計 画 ・ 第 3 期 和 光 市 自 殺 対 策 計 画 策 定 支 援 業 務 委 託  

（２）委託期間  

令和８年４月１日～令和 9 年３月３１日 

（３）委託業務の内容 

主な業務内容は、以下のとおりです。 

ア 計画の現状分析及び課題整理 

イ 市民調査等の実施 



ウ 市内小・中学校に通う小学５年生・中学２年生に対するアンケート調査 

エ 調査結果の集計、分析 

オ 調査報告書の作成 

キ 施策の評価支援 

ク 施策案及び事業計画案の作成 

ケ ヘルスソーシャルキャピタル審議会運営支援 

コ 計画の素案の策定支援 

サ 市民説明会の実施支援 

シ パブリックコメントの実施支援 

ス 計画策定、計画書及び概要版の作成支援 

セ 打ち合わせ協議  ※詳細は仕様書に定めます。 

 

 

３ 選定委員会委員 

（第三次健康わこう２１計画等策定支援業務委託事業者選定委員会設置要領） 

 

職名 氏名 所属 

委員長 櫻井 崇 健康部長 

委員 浅井 里美 健康支援課長 

委員 稲原 大介  保険年金課長 

委員 梅津 俊之 長寿あんしん課長 

委員 飯田 真子 こども家庭支援課長 

 

 

 

 



４ 選定の経過 

（１）実施要領の公表     令和 7 年 12 月１6 日（火） 

（２）参加申込書の提出期限 令和 8 年 1 月 13 日（火） 

    参加申込書提出業者 2 者（うち 1 者は辞退の連絡あり） 

（３）企画提案書の提出期限 令和８年１月２８日（水） 

（４）第 1 次選考      実施要領８（１）の規定に基づき、省略 

（５）第 1 次選定委員会（書面開催）   

令和８年２月５日（木）～２月６日（金） 

（６）第 2 次選考（書面による提案の審査） 

              令和８年２月９日（月）～２月１３日（金） 

（７）第 2 回選定委員会   令和８年２月１８日（水）１４時～１４時３０分 

 

 

５ 審査対象応募申請者 

 株式会社 明豊 

  代表者 小池 武史 

 （所在地：愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目２１番１９号） 

 

 

６ 選定にあたっての考え方 

 当委員会における選定は、各委員が申請事業者の提案内容等を１００点満点で

採点し、全委員の平均評価点が６０点（選定基準点）を超えたときに、当該事業

者を第三次健康わこう２１計画等策定支援業務委託事業者の優先交渉権者とし

て選定することとしました。審査にあたっては、公募申請書に記載された提案書

等の内容に基づき、書面審査により総合的に評価を行うこととしました。 

 



＜評価項目及び配点＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 審査結果及び選定委員会の意見 

 （１）審査結果 

令和８年２月９日(月)から２月１３日(金)までの期間に、提出された企画提

案書等に基づき書面審査を実施しました。選定委員による審査の結果、株式

会社 明豊の全委員の平均評価点は６８点でした。 

評価基準とする「全委員の平均評価点が６０点以上」の条件を満たしてい

ることから、株式会社 明豊を第三次健康わこう２１計画等策定支援業務委託

事業者としての優先交渉権者に決定しました。 

   

＜優先交渉権者＞ 

   株式会社 明豊 

代表者 小池 武史 

評価点 平均６８点 

 

（２）選定理由 

株式会社 明豊を優先交渉権者とした理由は、市民調査の実施及び調査結

果の集計・分析、計画素案作成支援等について具体的な提案がなされている

ことに加え、業務実施体制及び行程の実現可能性、成果物の品質確保に向け

た考え方、見積内容の妥当性等を総合的に評価した結果、基準点を上回り、

本事業に最も適した提案であると認められたためです。   

 

以上 

 

 


